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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚み方向に貫通する複数の貫通導体が設けられた酸化アルミニウム基板と、
　前記酸化アルミニウム基板の一方の面に配置された第１接続パッドと、
　前記酸化アルミニウム基板の他方の面に、前記第１接続パッドに対応して配置された第
２接続パッドと、
　前記第１接続パッドを取り囲んで配置された第１金属層と、
　前記第１金属層に対応して配置され、前記第２接続パッドを取り囲む第２金属層と、
　前記第１接続パッドと前記第２接続パッドとを接続すると共に、前記第１金属層と前記
第２金属層とを接続する前記複数の貫通導体と、
　前記第１接続パッドと前記第１金属層との間の部分の前記酸化アルミニウム基板の上に
配置された絶縁層と、
　平面視で前記絶縁層と重なる領域の前記酸化アルミニウム基板の部分に貫通して形成さ
れた開口部と、
　前記酸化アルミニウム基板の開口部に充填された弾性体と
を有し、
　前記第１接続パッド、前記第２接続パッド、前記第１金属層、及び前記第２金属層に、
前記複数の貫通導体がそれぞれ接続されていることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記第１金属層及び前記第２金属層は、それぞれ２つ以上に分割されていることを特徴
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とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記第１金属層及び前記第２金属層の各々において、分割された隣合う金属層は電源パ
ターンとグランドパターンであり、
　前記第１金属層及び前記第２金属層の分離された部分の前記酸化アルミニウム基板に、
電気的に孤立した前記複数の貫通導体が配置されていることを特徴とする請求項２に記載
の配線基板。
【請求項４】
　前記貫通導体の密度は、４×１０６本／ｍｍ２～１×１０１０本／ｍｍ２の範囲で形成
されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記弾性体の弾性率は、１００ＭＰａ以下であることを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか一項に記載の配線基板。
【請求項６】
　複数のスルーホールを備えた酸化アルミニウム基板を用意する工程と、
　前記酸化アルミニウム基板の上に環状パターンの絶縁層を形成する工程と、
　前記酸化アルミニウム基板及び前記絶縁層の上にシード金属層を形成する工程と、
　前記シード金属層を給電経路とする電解めっきにより、前記酸化アルミニウム基板のス
ルーホールに貫通導体を充填する工程と、
　前記絶縁層の下の前記酸化アルミニウム基板を除去して開口部を形成する工程と、
　前記酸化アルミニウム基板の開口部に弾性体を充填する工程とを有することを特徴とす
る配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記弾性体を充填する工程の後に、
　前記絶縁層が露出するまで前記シード金属層を除去して、前記環状パターンの絶縁層の
内側に第１接続パッドを形成すると共に、前記絶縁層の外側に第１金属層を形成する工程
を有することを特徴とする請求項６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　前記貫通導体を充填する工程は、
　前記第１接続パッドに対応する部分の前記酸化アルミニウム基板の下面に、前記貫通導
体に繋がる第２接続パッドを形成すると共に、前記第１金属層に対応する部分の前記酸化
アルミニウム基板の下面に、前記貫通導体に繋がる第２金属層を形成することを含むこと
を特徴とする請求項７に配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記第１金属層及び前記第２金属層は、２つ以上に分離されて形成されることを特徴と
する請求項８に記載の配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記貫通導体の密度は、４×１０６本／ｍｍ２～１×１０１０本／ｍｍ２の範囲で形成
されることを特徴とする請求項６乃至９のいずれか一項に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップなどを実装するための配線基板がある。そのような配線基板として
、厚み方向に貫通する多数の貫通導体が形成された多孔質酸化アルミニウム基板を使用す
る技術が開発されている。
【０００３】
　この技術では、貫通導体が形成された酸化アルミニウム基板の両面に、選択された複数
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の貫通導体に接続される配線を形成することに基づいて、上下側が導通する配線基板が構
築される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２７３４８０号公報
【特許文献２】特開２００９－１４７２４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　多孔質酸化アルミニウム基板から形成された配線基板に半導体チップをフリップチップ
接続する際に、酸化アルミニウム基板と半導体チップとの間の熱膨張係数の差によって熱
応力が発生する。このため、配線基板に半導体チップを信頼性よく実装することが困難に
なる場合がある。
【０００６】
　電子部品を実装する際に応力を緩和できる構造の配線基板及びその製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下の開示の一観点によれば、厚み方向に貫通する複数の貫通導体が設けられた酸化ア
ルミニウム基板と、前記酸化アルミニウム基板の一方の面に配置された第１接続パッドと
、前記酸化アルミニウム基板の他方の面に、前記第１接続パッドに対応して配置された第
２接続パッドと、前記第１接続パッドを取り囲んで配置された第１金属層と、前記第１金
属層に対応して配置され、前記第２接続パッドを取り囲む第２金属層と、前記第１接続パ
ッドと前記第２接続パッドとを接続すると共に、前記第１金属層と前記第２金属層とを接
続する前記複数の貫通導体と、前記第１接続パッドと前記第１金属層との間の部分の前記
酸化アルミニウム基板の上に配置された絶縁層と、平面視で前記絶縁層と重なる領域の前
記酸化アルミニウム基板の部分に貫通して形成された開口部と、前記酸化アルミニウム基
板の開口部に充填された弾性体とを有し、前記第１接続パッド、前記第２接続パッド、前
記第１金属層、及び前記第２金属層に、前記複数の貫通導体がそれぞれ接続されている配
線基板が提供される。
【０００８】
　また、その開示の他の観点によれば、複数のスルーホールを備えた酸化アルミニウム基
板を用意する工程と、前記酸化アルミニウム基板の上に環状パターンの絶縁層を形成する
工程と、前記酸化アルミニウム基板及び前記絶縁層の上にシード金属層を形成する工程と
、前記シード金属層を給電経路とする電解めっきにより、前記酸化アルミニウム基板のス
ルーホールに貫通導体を充填する工程と、前記絶縁層の下の前記酸化アルミニウム基板を
除去して開口部を形成する工程と、前記酸化アルミニウム基板の開口部に弾性体を充填す
る工程とを有する配線基板の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　以下の開示によれば、配線基板では、絶縁基板の両面側の対応する位置に接続パッドが
それぞれ配置されている。両面側の接続パッドは、絶縁基板に形成された複数の貫通導体
によって相互接続されている。さらに、接続パッドの周りの部分の絶縁基板に、その厚み
方向に貫通するように弾性体が一体的に形成されている。
【００１０】
　これにより、半導体チップをリフロー加熱してフリップチップ接続する際などに熱応力
が発生するとしても、弾性体の作用によって応力を吸収して緩和することができる。
【００１１】
　また、両面側の接続パッドを複数の貫通導体を接続した垂直接続配線の周囲に弾性体を
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配置した同軸構造を採用するため、接続パッドが狭ピッチ化される場合であっても、高周
波回路でのクロストークを低減することができる。
【００１２】
　さらに、一方の接続パッドとなるシード金属層を使用して電解めっきによって貫通導体
と同時に他方の接続パッドを自己整合的に形成するため、両面側の接続パッドの位置ずれ
が生じない構造となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１（ａ）～（ｃ）は実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図及び平面図（
その１）である。
【図２】図２（ａ）～（ｄ）は実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図及び平面図（
その２）である。
【図３】図３（ａ）～（ｃ）は実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その３）で
ある。
【図４】図４（ａ）～（ｃ）は実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その４）で
ある。
【図５】図５は実施形態の配線基板を示す断面図である。
【図６】図６（ａ）及び（ｂ）は実施形態の配線基板を示す断面斜視図及び断面図である
。
【図７】図７（ａ）～（ｄ）は実施形態の配線基板の製造方法において電源プレーンとグ
ランドプレーンとを分離して形成する方法を示す断面図（その１）である。
【図８】図８（ａ）～（ｄ）は実施形態の配線基板の製造方法において電源プレーンとグ
ランドプレーンとを分離して形成する方法を示す断面図（その２）である。
【図９】図９は実施形態の変形例の配線基板を示す断面図である。
【図１０】図１０は実施形態の配線基板に半導体チップをフリップチップ接続した様子を
示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１～図４は実施形態の配線基板の製造方法を示す図、図５及び図６は実施形態の配線
基板を示す図である。以下、配線基板の製造方法を説明しながら配線基板の構造を説明す
る。
【００１６】
　実施形態の配線基板の製造方法では、図１（ａ）に示すように、まず、アルミニウム（
Ａｌ）基板１０ａを用意する。次いで、図１（ｂ）に示すように、シュウ酸溶液などを処
理浴として用いて、アルミニウム基板１０ａを陽極として電気分解することにより、アル
ミニウム基板１０ａを電気化学的に酸化させて酸化アルミニウム基板１０を得る。
【００１７】
　このとき、酸化アルミニウム基板１０の表面から厚み方向に向かって多数の微細なホー
ルＨが同時に形成される。また、酸化アルミニウム基板１０の下側には陽極酸化されてい
ない薄膜のアルミニウム部１０ｂが残された状態となる。
【００１８】
　続いて、図１（ｃ）に示すように、酸化アルミニウム基板１０の下側に残されたアルミ
ニウム部１０ｂをエッチングにより除去する。これにより、上面から下面まで貫通する多
数のスルーホールＴＨが横方向に並んで設けられた酸化アルミニウム基板１０が得られる
。
【００１９】
　図１（ｃ）の部分平面図に示すように、多数のスルーホールＴＨは酸化アルミニウム基
板１０を介して相互に分離された状態で基板方向に並んで配置される。



(5) JP 6082284 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

【００２０】
　好適な例としては、酸化アルミニウム基板１０の厚みは７０～１２０μｍ程度に設定さ
れ、スルーホールＴＨの径は６０～２００ｎｍに設定され、スルーホールＴＨのピッチは
１００～３００ｎｍに設定される。
【００２１】
　なお、図１（ｂ）の陽極酸化工程において、アルミニウム基板１０ａの下面に保護金属
層（不図示）を形成した状態で、アルミニウム基板１０ａを陽極酸化してもよい。この場
合、アルミニウム基板１０ａの下面により近い部分まで陽極酸化することができる。そし
て、保護金属層及びアルミニウム部１０ｂがエッチングにより除去される。
【００２２】
　多数のスルーホールが設けられた絶縁基板として、スルーホールＴＨが設けられた多孔
質の酸化アルミニウム基板１０を例示するが、チタン（Ｔｉ）基板を陽極酸化して多数の
スルーホールが設けられた多孔質の酸化チタン基板を使用してもよい。あるいは、セラミ
ックスなどの絶縁基板にレーザなどで多数のスルーホールを形成してもよい。
【００２３】
　次いで、図２（ａ）に示すように、多数のスルーホールＴＨが設けられた酸化アルミニ
ウム基板１０の上に、永久レジスト層１２をフォトリソグラフィに基づいて形成する。永
久レジスト層１２は完全に硬化しており、最終的に配線基板に絶縁層として残される。
【００２４】
　図２（ｂ）は図２（ａ）の断面図を平面からみた部分縮小平面図である。図２（ａ）は
図２（ｂ）のＩ－Ｉに沿った拡大断面図に相当する。図２（ｂ）では、酸化アルミニウム
基板１０のスルーホールＴＨが省略されている。
【００２５】
　図２（ｂ）に示すように、永久レジスト層１２は環状パターンで形成され、内部に開口
部が配置されている。永久レジスト層１２の開口部が、接続パッドが配置される領域とし
て画定される。永久レジスト層１２の厚みは、例えば、１０μｍ～２０μｍに設定される
。
【００２６】
　環状パターンは、円形又は四角形などであり、一領域を囲む形状であればよい。絶縁層
として永久レジスト層１２を例示するが、各種の絶縁材料を使用することができる。
【００２７】
　続いて、図２（ｃ）に示すように、酸化アルミニウム基板１０及び永久レジスト層１２
の上に下地金属層２２をスパッタ法により形成する。下地金属層２２は銅などから形成さ
れ、その厚みは０．５μｍ～１μｍに設定される。
【００２８】
　その後に、図２（ｄ）に示すように、下地金属層２２をめっき給電経路に利用する電解
めっきにより、下地金属層２２の上に銅などからなる金属めっき層２４を形成する。電解
めっき条件を調整することにより、金属めっき層２４は永久レジスト層１２の段差を埋め
込み、その上面が全体にわたって平坦になって形成される。
【００２９】
　この工程で使用される電解めっき液には、凹部で金属析出を促進させる促進剤と、凸部
での金属析出を阻害する阻害剤が含まれている。これにより、永久レジスト層１２の段差
を有する酸化アルミニウム基板１０の上に上面が平坦な金属めっき層２４を形成すること
ができる。
【００３０】
　そのような電解めっきの条件としては、一般的なビルドアップ配線のスルーホールやビ
アホールを金属めっき層で埋め込む条件を採用することができる。
【００３１】
　金属めっき層２４は、永久レジスト層１２を埋め込んで形成する必要があるので、酸化
アルミニウム基板１０の上面から２５μｍ～３０μｍ程度の厚みで形成される。
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【００３２】
　このようにして、酸化アルミニウム基板１０及び永久レジスト層１２の上に、下地金属
層２２及び金属めっき層２４から形成されて上面が平坦なシード金属層２０が得られる。
【００３３】
　図２（ｄ）の例では、接続パッドが配置される領域Ｒ１と、接続パッドを取り囲む金属
層が配置される領域Ｒ２に画定されている。接続パッドが配置される領域Ｒ１は、環状の
永久レジスト層１２の内側領域である。また、金属層が配置される領域Ｒ２は、環状の永
久レジスト層１２の外側領域である。
【００３４】
　次いで、図３（ａ）に示すように、シード金属層２０をめっき給電経路に利用する電解
めっきにより、酸化アルミニウム基板１０のスルーホールＴＨに銅などからなる貫通導体
ＴＣを充填して形成する。
【００３５】
　このとき、シード金属層２０が配置された部分のスルーホールＴＨ内にシード金属層２
０側から下側開口端に向けて金属めっきが順に施されて、その領域のスルーホールＴＨに
貫通導体ＴＣが充填される。
【００３６】
　さらに、図３（ｂ）に示すように、貫通導体ＴＣを形成した後に連続して電解めっきを
行うことにより、酸化アルミニウム基板１０の下面に複数の貫通導体ＴＣに繋がる金属め
っき層を形成する。
【００３７】
　これにより、接続パッドが配置される領域Ｒ１では、複数の貫通導体ＴＣに繋がる第２
接続パッドＰ２が酸化アルミニウム基板１０の下面に形成される。また、金属層が配置さ
れる領域Ｒ２では、複数の貫通導体ＴＣに繋がる第２金属層５２が酸化アルミニウム基板
１０の下面に形成される。第２接続パッドＰ２及び第２金属層５２は、酸化アルミニウム
基板１０の下面から下側に突出して形成される。
【００３８】
　一方、永久レジスト層１２が配置された部分のスルーホールＴＨ内には給電されないた
め金属めっきが施されず、その領域のスルーホールＴＨは空洞のままの状態となる。
【００３９】
　このように、シード金属層２０が配置された部分の酸化アルミニウム基板１０では、電
解めっきによって複数の貫通導体ＴＣとそれらに繋がる第２接続パッドＰ２及び第２金属
層５２が自己整合的に形成される。
【００４０】
　そして、後述するように、シード金属層２０が厚みの途中まで除去されて、領域Ｒ１に
シード金属層２０から形成される第１接続パッドＰ１が配置され、領域Ｒ２にシード金属
層２０から形成される第１金属層５０が配置される。
【００４１】
　このため、接続パッドが配置される領域Ｒ１では、第２接続パッドＰ２は第１接続パッ
ドＰ１に対応する位置に自己整合的に配置されるため、第１接続パッドＰ１及び第２接続
パッドＰ２が位置ずれして配置されるおそれがない。また、金属層が配置される領域Ｒ２
においても、同様に、第２金属層５２は第１金属層５０に対応する位置に自己整合的に形
成される。
【００４２】
　多孔質の酸化アルミニウム基板１０を使用することにより、貫通導体ＴＣの密度は、４
×１０6本／ｍｍ2～１×１０10本／ｍｍ2の範囲で形成される。
【００４３】
　次いで、図３（ｃ）に示すように、水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）水溶液などの強塩基
性溶液をエッチャントとして使用するウェットエッチングにより、貫通導体ＴＣが形成さ
れていない領域の酸化アルミニウム基板１０ａを除去する。
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【００４４】
　これより、環状の永久レジスト層１２に対応する部分の酸化アルミニウム基板１０に開
口部１０ｘが形成される。酸化アルミニウム基板１０の開口部１０ｘは、平面視すると第
２接続パッドＰ２の周囲に環状に形成される。
【００４５】
　このとき、開口部１０ｘの側面では、複数の貫通導体ＴＣの間に酸化アルミニウム基板
１０が配置された状態となっている。貫通導体ＴＣ同士の間隔は４０ｎｍ程度とかなり微
細なため、開口部１０ｘの側面の酸化アルミニウム基板１０は濡れ性が悪く、エッチャン
トが供給されない。
【００４６】
　これにより、開口部１０ｘの側面に貫通導体ＴＣが露出した時点で酸化アルミニウム基
板１０のエッチング速度が基板の厚み方向に比べて非常に遅くなる。よって、基板の厚み
方向のエッチングが完了した段階でも基板の平面方向のエッチングは進行せず、貫通導体
ＴＣの間に酸化アルミニウム基板１０が残される。
【００４７】
　次いで、図４（ａ）に示すように、熱硬化性の樹脂フィルム４０ａを用意し、酸化アル
ミニウム基板１０の開口部１０ｘ内に樹脂フィルム４０ａを押圧部材４２で押し込む。こ
の処理は、真空状態の処理室で１８０℃～２００℃の温度で加熱しながら行われる。
【００４８】
　これにより、図４（ｂ）に示すように、樹脂フィルム４０ａが流動して酸化アルミニウ
ム基板１０の開口部１０ｘ内に樹脂が充填されて弾性体４０が形成される。
【００４９】
　他の方法としては、弾性体として機能する熱硬化性の液状樹脂をディスペンサなどによ
り酸化アルミニウム基板１０の開口部１０ｘに充填して弾性体４０を得てもよい。
【００５０】
　熱硬化性の樹脂の好適な例としては、シリコーン樹脂又はオレフィン樹脂などがあり、
それらの弾性率は０．２ＭＰａ～１００ＭＰａである。
【００５１】
　あるいは、熱硬化性の樹脂の他に、弾性体として機能する熱可塑性の樹脂を使用しても
よい。熱可塑性の樹脂の好適な例としては、弾性率が６０ＭＰａ程度のポリアミド樹脂な
どが使用される。
【００５２】
　以上の樹脂材料の他に、弾性率が１００ＭＰａ以下の低弾性率の材料であれば弾性体と
して使用することができる。弾性体４０として、ゴム材料を使用してもよい。
【００５３】
　その後に、同じく図４（ｂ）に示すように、酸化アルミニウム基板１０の下面に薄膜の
樹脂（不図示）が付着して残る場合は、ドライエッチング装置を使用する酸素（Ｏ2）プ
ラズマにより樹脂を除去して第２接続パッドＰ２及び第２金属層５２の下面を露出させる
。
【００５４】
　酸化アルミニウム基板１０の下面に樹脂が残らないようにする場合は、酸素プラズマの
処理は省略される。
【００５５】
　次いで、図４（ｃ）及び図５に示すように、シード金属層２０を厚みの途中までウェッ
トエッチングすることにより、永久レジスト層１２の上面を露出させる。
【００５６】
　シード金属層２０が銅から形成される場合は、エッチャントとして塩化第二銅水溶液又
は塩化第二鉄水溶液などが使用される。
【００５７】
　シード金属層２０の上面は全体にわたって平坦であるため、永久レジスト層１２の上面
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が露出するまでシード金属層２０をハーフエッチングすることにより、永久レジスト層１
２の間の凹領域にシード金属層２０が残される。
【００５８】
　ウェットエッチングの代わりに、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）などの研
磨によってシード金属層２０を削ることにより、永久レジスト層１２の上面を露出させて
もよい。永久レジスト層１２の上面が露出するまでシード金属層２０を各種の方法で除去
すればよい。
【００５９】
　このようにして、図５に示すように、環状の永久レジスト層１２の内側にシード金属層
２０から形成された第１接続パッドＰ１が配置される。また同時に、環状の永久レジスト
層１２の外側にシード金属層２０から形成された第１金属層５０が配置される。第１接続
パッドＰ１と第１金属層５０とは、環状の永久レジスト層１２を介して分離されて電気的
に絶縁されている。
【００６０】
　なお、前述した形態では、酸化アルミニウム基板１０の開口部１０ｘに弾性体４０を充
填して十分な基板強度を得た後に、シード金属層２０を永久レジスト層１２が露出するま
で除去している。
【００６１】
　この他に、特に問題がなければ、図３（ｂ）の貫通導体ＴＣを形成する工程の後、又は
、図３（ｃ）の開口部１０ｘを形成する工程の後に、シード金属層２０を厚みの途中まで
除去してもよい。
【００６２】
　以上により、図５に示すように、実施形態の配線基板１が得られる。
【００６３】
　まず、図５を参照しながら、実施形態の配線基板１の基本構造について説明する。図５
に示すように、実施形態の配線基板１では、酸化アルミニウム基板１０の一方の面に第１
接続パッドＰ１が配置されている。
【００６４】
　また、酸化アルミニウム基板１０の他方の面に第１接続パッドＰ１に対応して第２接続
パッドＰ２が配置されている。第１接続パッドＰ１及び第２接続パッドＰ２は、酸化アル
ミニウム基板１０に形成された複数の貫通導体ＴＣによって相互接続されている。
【００６５】
　また、酸化アルミニウム基板１０の一方に面に第１接続パッドＰ１を取り囲むように第
１金属層５０が配置されている。さらに、酸化アルミニウム基板１０の他方の面に、第１
金属層５０に対応して、第２接続パッドＰ２を取り囲むように第２金属層５２が配置され
ている。
【００６６】
　両面側の第１金属層５０及び第２金属層５２は、酸化アルミニウム基板１０に形成され
た複数の貫通導体ＴＣによって相互接続されている。
【００６７】
　第１接続パッドＰ１と第１金属層５０との間の環状部分の酸化アルミニウム基板１０に
、厚み方向に貫通する弾性体４０が一体的に形成されている。また、第１接続パッドＰ１
と第１金属層５０との間の環状領域の酸化アルミニウム基板１０の上に永久レジスト層１
２が配置されている。
【００６８】
　次に、図６（ａ）及び（ｂ）を参照して、図５の第１、第２金属層５０，５２が分離さ
れて、電源プレーン及びグランドプレーンが形成された形態を説明しながらさらに詳しく
説明する。本実施形態では、電源パターン及びグランドパターンとして、電源プレーン及
びグランドプレーンを例示する。
【００６９】
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　図６（ａ）は実施形態の配線基板の断面を斜視的にみた断面斜視図であり、図６（ｂ）
は図６（ａ）のＩＩ－ＩＩに沿った断面図に相当する。
【００７０】
　図６（ａ）及び（ｂ）に示すように、実施形態の配線基板１では、酸化アルミニウム基
板１０の一方の面に複数の円形の第１接続パッドＰ１が相互に分離された状態で配置され
ている。酸化アルミニウム基板１０は絶縁基板の一例である。
【００７１】
　そして、第１接続パッドＰ１を同心円状に取り囲むようにして第１電源プレーン５０ａ
が配置されている。また同様に、第１接続パッドＰ１を同心円状に取り囲むようにして第
１グランドプレーン５０ｂが配置されている。
【００７２】
　第１電源プレーン５０ａ及び第１グランドプレーン５０ｂは、酸化アルミニウム基板１
０上の中央部で分離され、電気的に絶縁されている。さらに、第１接続パッドＰ１と第１
金属層５０との間の環状領域の酸化アルミニウム基板１０の上に永久レジスト層１２が配
置されている。永久レジスト層１２は絶縁層の一例である。
【００７３】
　また、第１電源プレーン５０ａ及び第１グランドプレーン５０ｂの各々は、酸化アルミ
ニウム基板１０上の第１接続パッドＰ１及び永久レジスト層１２を除く領域にそれぞれプ
レーン層として一体的に形成されている。
【００７４】
　図６（ｂ）に注目すると、第１接続パッドＰ１に対応する部分の酸化アルミニウム基板
１０に複数の貫通導体ＴＣが配置されている。第１接続パッドＰ１とその下の複数の貫通
導体ＴＣとが電気的に接続されている。
【００７５】
　また、酸化アルミニウム基板１０の他方の面において、第１接続パッドＰ１に対応する
部分に、複数の貫通導体ＴＣに繋がる第２接続パッドＰ２が形成されている。これにより
、第１接続パッドＰ１は複数の貫通導体ＴＣを介して第２接続パッドＰ２に電気的に接続
されている。
【００７６】
　　また、第１電源プレーン５０ａ及び第１グランドプレーン５０ｂに対応する部分の酸
化アルミニウム基板１０に複数の貫通導体ＴＣがそれぞれ配置されている。酸化アルミニ
ウム基板１０の他方の面において、第１電源プレーン５０ａに対応する部分に、複数の貫
通導体ＴＣに繋がる第２電源プレーン５２ａが形成されている。これにより、第１電源プ
レーン５０ａは複数の貫通導体ＴＣを介して第２電源プレーン５２ａに電気的に接続され
ている。
【００７７】
　また同様に、酸化アルミニウム基板１０の他方の面において、第１グランドプレーン５
０ｂに対応する部分に、複数の貫通導体ＴＣに繋がる第２グランドプレーン５２ｂが形成
されている。これにより、第１グランドプレーン５０ｂは複数の貫通導体ＴＣを介して第
２グランドプレーン５２ｂに電気的に接続されている。
【００７８】
　本実施形態では、第１接続パッドＰ１を取り囲む第１金属層５０を２つに分離して第１
電源プレーン５０ａ及び第１グランドプレーン５０ｂとしているが、分割数は任意の数（
２以上）に設定することができる。また、第２接続パッドＰ２を取り囲む第２金属層５２
においても、第１金属層５０の分割に合わせて任意の数に分割される。
【００７９】
　前述した製造方法のように、第１接続パッドＰ１となるシード金属層２０の下の酸化ア
ルミニウム基板１０の複数のスルーホールＴＨに、電解めっきにより、貫通導体ＴＣが充
填され、続いてそれらに繋がる第２接続パッドＰ２が形成される。
【００８０】
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　これにより、第２接続パッドＰ２は、第１接続パッドＰ１に対応する領域に自己整合的
に配置される。従って、接続パッドが狭ピッチ化される場合であっても、第１接続パッド
Ｐ１と第２接続パッドＰ２とが位置ずれして他の電気系統の貫通導体ＴＣと短絡するおそ
れがない。
【００８１】
　また、第１接続パッドＰ１の周囲の永久レジスト層１２に対応する部分の酸化アルミニ
ウム基板１０には、その厚み方向に貫通するように弾性体４０が一体的に充填されている
。
【００８２】
　このように、本実施形態の配線基板１では、第１、第２接続パッドＰ１，Ｐ２に複数の
貫通導体ＴＣを接続した垂直接続配線の周囲に、絶縁性の弾性体４０を一体的に配置した
同軸構造を採用している。
【００８３】
　さらに、第１接続パッドＰ１を取り囲むように第１グランドプレーン５０ｂを容易に配
置することができる。このため、接続パッドが狭ピッチ化される場合であっても、高周波
回路でのクロストークを低減することができる。
【００８４】
　また、電源－グランド間の共振による放射ノイズを抑制するためには、電源プレーン５
０ａ，５２ａとグランドプレーン５０ｂ，５２ｂとの間に比較的大きな容量のキャパシタ
が配置されることが好ましい。
【００８５】
　このような観点から、図６（ａ）及び（ｂ）では、電源プレーン５０ａ，５２ａとグラ
ンドプレーン５０ｂ，５２ｂとの間の領域Ａの酸化アルミニウム基板１０にも複数の貫通
導体ＴＣが配置されている。この領域Ａの酸化アルミニウム基板１０に配置される複数の
貫通導体ＴＣは電気的に孤立しており、他の導体に接続されていない。
【００８６】
　これにより、電源プレーン５０ａ，５２ａと、貫通導体ＴＣの間に配置された酸化アル
ミニウム基板１０と、グランドプレーン５０ｂ，５２ｂとによりキャパシタが形成される
。
【００８７】
　このようにして形成されるキャパシタは、電源プレーン５０ａ，５２ａとグランドプレ
ーン５０ｂ，５２ｂとの間の領域Ａの酸化アルミニウム基板１０に絶縁性の弾性体４０を
一体的に充填する場合よりも大きな容量が得られる。このため、放射ノイズの抑制効果を
高めることができる。
【００８８】
　ここで、図７～図８を参照しながら、電源プレーン５０ａ，５２ａとグランドプレーン
５０ｂ，５２ｂとを分離させ、かつそれらの間の領域Ａの酸化アルミニウム基板１０に複
数の貫通導体ＴＣを配置する製造方法について説明する。
【００８９】
　図７（ａ）に示すように、前述した図１（ａ）～図２（ｃ）と同様な方法により、多数
のスルーホールＴＨが設けられた酸化アルミニウム基板１０を作成し、環状の永久レジス
ト層１２を形成した後に、下地金属層２２を形成する。
【００９０】
　次いで、図７（ｂ）に示すように、第１電源プレーン５０ａと第１グランドプレーン５
０ｂとを分離する部分の下地金属層２２の上に、フォトレジスト層１５をディスペンサな
どにより直線状のパターンで形成する。さらに、図７（ｃ）に示すように、前述した図２
（ｄ）と同様な方法により、下地金属層２２及びフォトレジスト層１５の上に金属めっき
層２４を形成してシード金属層２０を得る。
【００９１】
　続いて、図７（ｄ）に示すように、前述した図３（ａ）及び（ｂ）と同様な方法により
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、シード金属層２０が配置された部分の酸化アルミニウム基板１０のスルーホールＴＨに
貫通導体ＴＣを充填する。さらに連続して、複数の貫通導体ＴＣに繋がる第２接続パッド
Ｐ２及び第２金属層５２を形成する。
【００９２】
　次いで、図８（ａ）に示すように、前述した図３（ｃ）と同様な方法により、永久レジ
スト層１２が配置された部分の酸化アルミニウム基板１０を除去して開口部１０ｘを形成
する。
【００９３】
　その後に、図８（ｂ）に示すように、前述した図４（ａ）と同様な方法により、酸化ア
ルミニウム基板１０の開口部１０ｘに弾性体４０を充填する。
【００９４】
　次いで、図８（ｃ）に示すように、前述した図４（ｃ）及び図５と同様に、シード金属
層２０を厚みの途中まで除去することにより、永久レジスト層１２及びフォトレジスト層
１５の各上面を露出させる。これにより、永久レジスト層１２及びフォトレジスト層１５
の横方向の凹領域に第１接続パッドＰ１及び第１金属層５０を得る。
【００９５】
　さらに、図８（ｄ）に示すように、フォトレジスト層１５をストリッパーで除去した後
、その底部の下地金属層２２をウェットエッチングにより除去する。このとき、永久レジ
スト層１２は完全に硬化しているため、ストリッパーでは除去されずに残される。
【００９６】
　これにより、酸化アルミニウム基板１０の上面において、第１電源プレーン５０ａと第
１グランドプレーン５０ｂとが分離されて配置される。
【００９７】
　その後に、酸化アルミニウム基板１０の下面において、第２金属層５２の分離する部分
をフォトリソグラフィ及びウェットエッチングにより除去する。これにより、酸化アルミ
ニウム基板１０の下面においても、第２電源プレーン５２ａと第２グランドプレーン５２
ｂとが分離されて配置される。
【００９８】
　なお、シード金属層２０の厚みが比較的薄い場合は、前述した図７（ｂ）でフォトレジ
スト層１５を形成せずに分離部分にもシード金属層２０を形成し、シード金属層２０の分
離する部分をフォトリソグラフィ及びエッチングによって除去してもよい。
【００９９】
　また、酸化アルミニウム基板１０の下面の第２金属層５２を分離する他の方法として、
以下の方法を採用してもよい。まず、前述した図７（ｄ）の貫通導体ＴＣを充填する工程
で、酸化アルミニウム基板１０のスルーホールＴＨの下側開口端まで貫通導体ＴＣを埋め
込んだ後に電解めっきを一旦中止する。次いで、酸化アルミニウム基板１０の下面の分離
部分に直線状パターンのフォトレジスト層をディスペンサなどで形成する。
【０１００】
　そして、再び、酸化アルミニウム基板１０に電解めっきを施して貫通導体ＴＣに繋がる
第２接続パッドＰ２及び第２金属層５２を形成する。その後に、フォトレジスト層が除去
される。これにより、第２金属層５２は、フォトレジスト層によって第２電源プレーン５
２ａと第２グランドプレーン５２ｂとに分離された状態で形成される。
【０１０１】
　以上の方法により、電源プレーン５０ａ，５２ａとグランドプレーン５０ｂ，５２ｂと
を分離させ、かつそれらの間の領域の酸化アルミニウム基板１０に複数の貫通導体ＴＣが
配置された構造を製造することができる。
【０１０２】
　あるいは、図９に示す変形例の配線基板１ａのように、電源－グランド間の共振による
放射ノイズが問題にならない場合は、電源プレーン５０ａ，５２ａとグランドプレーン５
０ｂ，５２ｂとの間の領域の酸化アルミニウム基板１０に一括して弾性体４０が充填され
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るようにしてもよい。
【０１０３】
　この場合は、前述した図７（ａ）の工程において、下地金属層２２を形成する前に、第
１電源プレーン５０ａと第１グランドプレーン５０ｂとを分離する部分にも永久レジスト
層１２を形成すればよい。
【０１０４】
　図１０には、実施形態の配線基板の上に半導体チップがフリップチップ接続された半導
体装置の一例が示されている。
【０１０５】
　図１０に示すように、半導体チップ６０の電極を前述した図８（ｄ）の配線基板１の第
１接続パッドＰ１、第１電源プレーン５０ａ及び第１グランドプレーン５０ｂの各接続部
の上にはんだを介して配置する。
【０１０６】
　さらに、２５０℃程度の温度でリフロー加熱することにより、半導体チップ６０をバン
プ電極６２を介して配線基板１にフリップチップ接続する。配線基板１の第１接続パッド
Ｐ１などの表面に無電解めっきで形成された錫層が設けられていてもよい。
【０１０７】
　このとき、リフロー加熱する際に、酸化アルミニウム基板１０と半導体チップ６０との
間の熱膨張係数の差によって熱応力が発生する。しかし、本実施形態の配線基板１では、
第１接続パッドＰ１の周りの部分の酸化アルミニウム基板１０に、その厚み方向に貫通す
る弾性体４０が一体的に形成されている。
【０１０８】
　このため、配線基板１内で上下方向又は水平方向にずれるような応力が発生しても、そ
の応力を吸収して緩和することができる。
【０１０９】
　これにより、半導体チップ６０を信頼性よく配線基板１にフリップチップ接続すること
ができると共に、半導体装置の長期的な信頼性を確保することができる。
【０１１０】
　さらに、配線基板１の下面側の第２接続パッドＰ２と、第２電源プレーン５２ａ及び第
２グランドプレーン５２ｂの各接続部とにはんだボールを搭載するなどして外部接続端子
６４を設ける。
【０１１１】
　本実施形態の配線基板１では、基板内部に充填された弾性体４０の作用によって応力を
緩和するため、弾性体４０はフリーな状態で配置されることが望ましい。このような観点
から、半導体チップ６０の下側に充填されるアンダーフィル樹脂は弾性体４０を固定する
ように機能するため、アンダーフィル樹脂を省略する構造とする方がよい。
【０１１２】
　弾性体４０がアンダーフィル樹脂で固定されても問題にならない場合は、アンダーフィ
ル樹脂を形成しても差し使えない。
【０１１３】
　実装する電子部品として半導体チップ６０を例示したが、各種の電子部品の実装基板と
して使用することができる。また、本実施形態の配線基板は、実装基板と電子部品との間
に配置されるインターポーザとして使用してもよい。
【符号の説明】
【０１１４】
１，１ａ…配線基板、１０…酸化アルミニウム基板、１０ａ…アルミニウム基板、１０ｂ
…アルミニウム部、１０ｘ…開口部、１２…永久レジスト層、１５…フォトレジスト層、
２０…シード金属層、２２…下地金属層、２４…金属めっき層、４０…弾性体、４０ａ…
樹脂フィルム、４２…押圧部材、５０…第１金属層、５０ａ…第１電源プレーン、５０ｂ
…第１グランドプレーン、５２…第２金属層、５２ａ…第２電源プレーン、５２ｂ…第２
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グランドプレーン、６０…半導体チップ、６２…バンプ電極、６４…外部接続端子、Ｈ…
ホール、Ｐ１…第１接続パッド、Ｐ２…第２接続パッド、ＴＣ…貫通導体、ＴＨ…スルー
ホール。

【図１】 【図２】
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